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〔
事
実
〕
 
 

1
 
事
案
の
経
緯
 
 
 

原
告
Ⅹ
会
社
は
、
婦
人
呉
服
・
寝
具
・
装
飾
品
等
の
月
賦
販
売
を
業
と
す
る
資
本
金
八
〇
、
0
0
0
千
円
の
株
式
会
社
で
法
人
税
法
上
の
 
 

同
族
会
社
で
あ
る
が
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
日
ま
で
の
事
業
年
度
（
以
下
「
昭
和
四
十
四
年
度
」
 
 

と
い
う
。
）
の
法
人
税
に
つ
い
て
、
所
得
金
額
二
〇
九
、
三
一
七
、
入
六
七
円
、
法
人
税
額
七
三
、
一
入
九
、
五
〇
〇
円
と
す
る
確
定
申
告
 
 

び
加
算
税
の
賦
課
決
定
処
分
を
行
っ
た
。
 
 
 

を
し
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
昭
和
四
十
六
年
十
月
二
十
日
ま
で
の
事
業
年
度
（
以
下
「
昭
和
四
十
五
年
度
」
と
い
う
。
）
 
の
 
 

法
人
税
に
つ
い
て
、
所
得
金
額
l
≡
二
、
〇
一
入
、
八
四
九
円
、
法
人
税
額
一
〇
三
、
九
七
〇
、
四
〇
〇
円
と
す
る
確
定
申
告
を
し
た
と
こ
 
 

ろ
、
被
告
Y
税
務
署
長
は
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
三
十
一
日
に
、
昭
和
四
十
四
年
虔
の
法
人
税
に
つ
き
所
得
金
額
二
四
入
、
一
入
六
、
二
七
 
 

七
円
、
法
人
税
額
八
五
、
三
五
六
、
0
0
0
円
、
過
少
申
告
加
算
税
六
〇
入
、
三
〇
〇
円
、
昭
和
四
十
五
年
度
の
法
人
税
に
つ
き
所
得
金
額
 
 

三
四
四
、
一
〇
一
、
八
〓
二
円
、
法
人
税
額
一
一
五
、
一
一
〇
、
七
〇
〇
円
、
過
少
申
告
加
算
税
五
五
七
、
0
0
0
円
と
す
る
更
正
処
分
及
 
 

そ
こ
で
、
Ⅹ
会
社
は
、
こ
の
処
分
が
青
色
申
告
書
に
係
る
更
正
で
あ
る
た
め
、
昭
和
四
十
七
年
九
月
二
十
九
日
、
国
税
不
服
審
判
所
長
に
 
 

対
し
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
審
査
請
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
四
日
、
請
求
を
棄
却
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
た
め
、
更
正
処
 
 

分
及
び
過
少
申
告
加
算
税
の
賦
課
決
定
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て
本
訴
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

2
 
当
事
者
の
主
張
の
要
旨
 
 
 

本
件
訴
訟
の
争
点
は
、
Ⅹ
会
社
が
支
出
し
た
会
議
費
の
う
ち
婦
人
団
体
等
の
役
員
等
を
温
泉
地
へ
一
泊
旅
行
に
招
待
し
た
費
用
及
び
販
売
 
 

五
四
一
 
 
 



① 支出交際費等の明細  

摘  要   】昭和44年度l昭和45年度  

宿  泊  代  

バ  ス  代  

昼  食  代  

諸  雑  費  

芸 人 報 酬  

小  計  

26，395，716   

13，429，500   

3，745，200  

944，684  

26，282，800   

9，573，500   

3，478，215  

859，404   

1，900，000  

争
い
の
あ
る
部
分
 
 

会議費のうち  

招待旅行費用  

44，515，100  42，093，919  

販売促進費のうち贈呈晶費用  17，085，912  11，300，000   

支店経 費（会議費）の う ち  

会  場  費  の  う  ち  

交 際 接 待 費（原告申告分）  

8，127，150  

260，000   

11，850，102  6，646，133  

合  計  ①  60，040，582  81，838，264  

（∋ 交際費等の損金不算入額の計算  

定   額   基   準 ②  

期末の資本等の金額 ③  

同上の相当額④  

限度額（②＋④）×昔）⑤  

4，000，000   

40，000，000  

100，000   

4，100，000  

4，000，000   

80，000，000  

200，000   

4，200，000  

限 度 超 過 額（①－⑤） ⑥  55，940，582  77，638，264  

基 準 交 際 費 額  

同 上 の105％ 相 当 額（9  

100％損金不算入分（①－⑦）⑧  

60％  ケ  （⑥－（診）⑨  

同 上 の 60％ 相 当 額 ⑬  

損金不算入額（⑧＋⑲）  

6，066，527   

6，369，853   

53，670，729   

2，269，853   

1，361，911   

55，032，640  

60，040，582   

63，042，611   

18，795，653   

58，842，611   

35，305，566   

54，101，219   

損
金
不
算
入
彷
 
 



促
進
費
の
う
ち
婦
人
団
体
等
の
役
員
等
に
贈
呈
し
た
肌
掛
ふ
と
ん
等
の
贈
呈
晶
費
用
が
交
際
費
等
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
 
 

る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
支
払
交
際
費
等
の
明
細
及
び
損
金
不
算
入
額
の
計
算
を
示
せ
ば
、
前
頁
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

m
 
招
待
旅
行
費
用
 
 
 

原
告
Ⅹ
会
社
ほ
、
本
件
招
待
旅
行
費
用
は
、
Ⅹ
会
社
が
婦
人
団
体
の
役
員
等
を
対
象
と
し
て
開
催
し
た
研
修
会
の
た
め
に
支
出
し
た
費
用
 
 

で
あ
り
、
交
際
費
等
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
、
こ
の
研
修
の
実
体
と
必
要
性
を
要
約
、
次
の
と
お
り
主
張
し
た
。
 
 

①
 
Ⅹ
会
社
の
販
売
・
集
金
方
法
が
特
殊
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

Ⅹ
会
社
は
、
婦
人
呉
服
、
寝
具
、
装
飾
品
等
の
月
賦
販
売
を
目
的
と
す
る
会
社
で
あ
る
が
、
そ
の
販
売
方
法
ほ
、
店
頭
売
り
で
は
な
く
、
 
 

婦
人
団
体
等
の
役
員
を
通
じ
て
の
展
示
販
売
、
委
託
販
売
、
カ
タ
ロ
グ
販
売
の
三
方
法
に
よ
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
の
販
売
方
法
を
と
る
場
合
 
 

も
、
購
入
希
望
者
に
は
現
品
先
渡
し
で
、
代
金
は
一
〇
か
月
の
月
賦
払
と
し
、
集
金
も
す
べ
て
婦
人
団
体
の
役
員
に
委
託
し
て
い
る
。
 
 

②
 
Ⅹ
会
社
の
販
売
方
法
等
が
①
の
と
お
り
特
殊
で
あ
る
た
め
、
好
人
団
体
等
の
役
員
に
対
す
る
研
修
会
の
開
催
は
、
Ⅹ
会
社
の
営
業
活
動
 
 
 

に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

第
一
に
、
婦
人
団
体
等
の
役
員
は
、
展
示
会
へ
の
招
待
者
の
人
選
（
展
示
販
売
の
場
合
）
、
販
売
の
斡
旋
（
委
託
販
売
・
カ
皮
／
ロ
グ
販
売
 
 

の
場
合
）
、
月
賦
代
金
の
集
金
事
務
手
続
（
す
べ
て
の
販
売
方
法
に
共
通
）
等
、
Ⅹ
会
社
の
営
業
活
動
の
一
部
を
分
担
す
る
こ
と
と
な
る
の
 
 

で
、
こ
れ
ら
の
団
体
役
員
に
対
す
る
研
修
な
し
で
は
Ⅹ
会
社
の
販
売
活
動
は
円
滑
に
遂
行
し
え
な
い
。
 
 
 

第
二
に
、
Ⅹ
会
社
は
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
対
し
物
品
に
よ
る
販
売
促
進
及
び
金
員
に
よ
る
集
金
手
数
料
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
 
 

る
が
、
Ⅹ
会
社
は
研
修
会
を
通
じ
て
右
役
員
に
対
し
、
い
か
な
る
内
容
の
業
務
を
遂
行
す
れ
ば
い
か
な
る
利
益
が
与
え
ら
れ
る
か
を
説
明
 
 

五
四
三
 
 
 



五
四
四
 
 

し
、
取
引
先
及
び
取
引
額
を
拡
大
し
事
業
を
拡
張
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
研
修
会
は
Ⅹ
会
社
の
事
業
の
存
続
及
び
拡
大
の
た
め
 
 

の
根
幹
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

第
三
に
、
研
修
会
の
参
加
者
は
、
新
規
に
取
引
を
開
始
し
ょ
う
と
す
る
婦
人
団
体
等
の
役
員
で
あ
り
、
一
団
体
よ
り
三
役
及
び
世
話
役
等
 
 

の
五
名
を
限
度
と
し
、
男
子
及
び
子
供
の
参
加
は
認
め
て
お
ら
ず
、
原
則
と
し
て
同
一
人
が
二
回
以
上
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
 
 

こ
の
研
修
会
は
、
Ⅹ
会
社
の
事
業
関
係
者
と
し
て
の
新
た
な
堅
冗
・
集
金
員
の
獲
得
の
た
め
に
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
敵
安
の
た
め
の
 
 

も
の
で
ほ
な
い
。
 
 

③
 
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
対
し
実
質
的
な
研
修
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

研
修
第
一
日
日
は
、
八
王
子
の
織
物
工
場
の
見
学
を
行
い
、
バ
ス
で
酉
熱
海
ホ
テ
ル
に
至
り
、
夕
食
前
に
Ⅹ
会
社
の
役
員
の
紹
介
を
し
、
 
 

第
二
日
日
は
、
同
ホ
テ
ル
で
各
種
の
販
売
方
法
、
取
扱
商
品
及
び
集
金
伝
票
の
書
き
方
等
に
つ
い
て
説
明
す
る
等
の
研
修
を
実
施
し
た
。
 
 

④
 
Ⅹ
会
社
が
研
修
会
を
実
施
す
る
に
ほ
、
熱
海
、
箱
根
等
の
温
泉
地
の
旅
館
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 
 
 

第
一
に
、
研
修
対
象
で
あ
る
婦
人
団
体
等
の
役
員
が
関
東
か
ら
中
部
地
方
に
か
け
て
居
住
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
を
一
堂
に
集
め
る
に
 
 

は
、
中
間
地
で
あ
る
熱
海
、
箱
根
等
が
会
社
に
と
っ
て
最
も
有
利
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
に
、
Ⅹ
会
社
の
信
用
力
を
示
し
、
説
明
の
統
一
、
商
品
の
展
示
、
能
率
的
な
勧
誘
等
の
た
め
に
ほ
参
加
者
は
一
回
当
り
二
五
〇
名
～
 
 

四
五
〇
名
程
度
の
研
修
会
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
比
較
的
大
き
な
会
場
を
要
す
る
。
 
 
 

夢
二
に
、
／
研
修
ほ
一
回
二
日
単
位
で
行
う
が
、
商
品
展
示
、
経
費
節
約
等
の
た
め
連
続
し
て
数
十
回
開
催
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
 
 

に
▼
は
比
較
的
長
期
間
連
続
し
て
専
属
的
に
商
品
展
示
と
会
議
の
た
め
大
規
模
な
会
場
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
れ
に
適
う
場
所
は
熱
海
、
箱
根
 
 

で
は
閑
散
期
の
旅
館
以
外
に
は
な
く
、
ま
た
、
温
泉
地
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
参
加
者
に
と
っ
て
堅
苦
し
い
も
の
に
参
加
す
る
と
い
う
 
 
 



印
象
が
薄
れ
参
加
し
易
く
な
る
た
め
、
参
加
者
の
人
員
確
保
が
容
易
七
な
る
利
点
も
あ
る
。
 
 

⑤
 
研
修
会
の
実
施
忙
は
一
泊
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 
 
 

研
修
第
一
日
日
の
工
場
見
学
は
、
Ⅹ
会
社
の
取
扱
商
品
の
生
産
過
程
を
団
体
役
員
等
に
見
せ
、
商
品
に
対
す
る
信
用
を
与
え
る
等
、
広
告
 
 

量
伝
上
も
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
Ⅹ
会
社
の
取
引
先
の
う
ち
設
備
が
完
備
し
、
多
人
数
の
暑
が
見
学
で
き
る
の
は
、
M
社
八
王
子
工
場
だ
け
 
 

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
工
場
の
見
学
を
終
え
研
修
会
場
に
到
着
す
る
の
は
夕
刻
と
な
り
、
引
続
き
夕
食
、
説
明
会
等
を
実
施
す
る
と
終
了
は
 
 

早
く
と
も
午
後
九
時
を
過
ぎ
、
そ
の
時
点
で
解
散
す
る
と
参
加
者
の
帰
宅
が
深
夜
と
な
る
の
で
、
参
加
者
が
中
年
の
婦
人
で
あ
る
こ
と
を
考
 
 

え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
日
程
で
研
修
会
を
開
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

以
上
の
と
お
り
、
こ
の
研
修
会
は
、
Ⅹ
会
社
の
販
売
外
交
・
集
金
員
と
し
て
の
役
割
を
果
す
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
対
す
る
研
修
と
し
て
 
 

必
要
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
実
質
的
な
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
た
ま
芸
人
等
が
出
演
し
た
と
し
て
も
、
商
品
の
展
 
 

示
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ツ
・
シ
ョ
ー
の
形
式
で
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
、
研
修
者
が
中
年
婦
人
で
あ
る
た
め
研
修
の
堅
苦
し
さ
を
取
り
除
 
 

く
た
め
も
あ
っ
て
夕
食
時
に
多
少
の
娯
楽
を
加
味
し
た
に
す
ぎ
ず
、
芸
人
等
の
出
演
の
一
事
を
も
っ
て
研
修
会
全
体
が
き
ょ
う
応
、
慰
安
の
 
 

目
的
で
開
催
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
研
修
会
開
催
に
要
し
た
費
用
ほ
、
交
際
費
等
と
み
る
べ
き
で
ほ
な
い
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
被
告
Y
税
務
署
長
ほ
、
本
件
招
待
旅
行
ほ
、
も
っ
ぱ
ら
婦
人
団
体
等
の
役
員
等
と
の
親
睦
を
図
る
た
め
に
行
わ
れ
た
慰
安
 
 

旅
行
で
あ
っ
て
研
修
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
こ
れ
に
要
し
た
費
用
ほ
、
Ⅹ
会
社
と
そ
の
事
業
関
係
者
と
の
間
の
親
睦
の
庶
を
密
転
し
て
取
引
関
 
 

係
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
た
め
に
支
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
し
て
、
要
約
、
次
の
と
お
り
主
張
し
た
。
 
 

①
 
楓
税
特
別
措
置
法
六
三
条
五
項
（
現
行
六
二
条
四
項
）
に
い
う
交
際
費
等
と
ほ
、
法
人
が
得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
 
 

者
と
の
間
の
親
睦
の
度
を
密
に
し
て
、
取
引
関
係
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
た
め
に
支
出
す
る
も
の
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
支
出
 
 

五
四
五
 
 
 



五
四
六
 
 

が
交
際
費
等
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
支
出
の
相
手
方
が
事
業
に
関
係
の
あ
る
着
で
あ
り
、
か
つ
へ
支
出
の
目
的
が
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
 
 

安
、
贈
答
そ
の
他
こ
．
れ
ら
に
類
す
る
行
為
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
、
支
出
の
目
的
が
接
待
等
を
意
図
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
 
 

そ
の
動
機
、
金
額
、
態
様
、
効
果
等
の
具
体
的
事
情
を
総
合
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
交
際
費
等
の
課
税
の
特
例
ほ
、
法
人
の
交
 
 

際
費
支
出
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
他
の
資
本
蓄
積
策
と
並
ん
で
、
そ
の
濫
費
を
抑
制
し
、
経
済
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
 
 

あ
り
、
交
際
費
等
に
該
当
す
る
か
否
か
は
租
税
特
別
措
置
堅
ハ
三
条
五
項
の
要
件
に
該
当
す
る
か
香
か
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
 
 

っ
て
、
当
該
支
出
が
事
業
遂
行
に
不
可
欠
で
あ
る
か
香
か
、
定
額
的
な
支
出
で
あ
る
か
香
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

②
 
本
件
招
待
旅
行
ほ
、
Ⅹ
会
社
の
事
業
関
係
者
で
あ
る
婦
人
団
体
等
の
役
員
の
慰
安
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

③
本
件
招
待
旅
行
に
お
い
て
は
、
一
般
の
企
業
に
お
け
る
職
員
の
研
修
と
は
異
な
り
、
そ
の
内
容
は
極
め
て
短
時
間
の
会
社
の
概
況
説
明
 
 

と
新
製
品
の
説
明
辛
が
行
な
わ
れ
る
程
度
の
も
の
に
終
り
、
Ⅹ
会
社
か
ら
婦
人
団
体
に
支
払
わ
れ
る
手
数
料
及
び
役
員
等
竪
父
付
す
る
物
 
 

品
、
集
金
に
伴
う
紛
争
処
理
等
、
販
売
上
の
重
要
な
事
項
の
説
明
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
研
修
と
し
て
の
実
体
を
備
え
て
い
な
い
。
 
 

④
 
本
来
の
研
修
は
」
参
加
者
に
研
修
の
趣
旨
を
周
知
徹
底
さ
せ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
Ⅹ
会
社
が
こ
れ
を
曖
昧
に
し
て
い
た
の
 
 

は
、
購
買
者
た
り
得
る
参
加
者
の
歓
心
を
買
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
の
意
図
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

⑤
 
研
修
参
加
者
の
人
選
は
、
専
ら
婦
人
団
体
に
要
さ
れ
て
お
り
、
Ⅹ
会
社
ほ
参
加
者
が
Ⅹ
会
社
の
営
業
活
動
を
分
担
し
て
い
る
か
否
か
又
 
 

は
将
来
分
担
し
得
る
か
否
か
を
見
定
め
る
こ
と
な
く
参
加
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
招
待
旅
行
で
新
し
い
得
意
先
を
獲
博
す
る
こ
と
を
主
眼
 
 

と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
参
加
者
の
中
に
は
二
、
三
度
参
加
す
る
者
も
あ
り
、
か
つ
、
参
加
者
は
、
招
待
旅
行
、
慰
安
旅
行
と
認
 
 

識
し
て
い
た
。
 
 

⑥
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
ほ
取
引
開
始
に
当
っ
て
Ⅹ
会
社
の
狙
当
セ
ー
ル
ス
マ
ン
か
ら
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
と
さ
ら
妄
の
 
 
 



シ
・
－
ズ
ソ
に
一
堂
に
集
め
て
説
明
を
行
う
必
要
は
な
く
、
本
件
招
待
旅
行
が
会
社
の
販
売
活
動
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
 
 

い
。
た
と
え
招
待
旋
行
の
際
に
商
品
の
説
明
や
集
金
に
関
す
る
説
明
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
慰
安
旅
行
の
焼
金
を
利
用
し
 
 

て
附
随
的
に
説
明
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
本
件
招
待
旅
行
が
慰
安
、
接
待
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
ぺ
、
 
 

ま
た
、
仮
に
、
本
件
招
待
旅
行
が
販
売
上
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
卑
、
こ
れ
紀
要
し
た
費
用
を
交
際
費
等
と
認
定
す
る
妨
げ
に
堰
な
 
 

ら
な
い
。
 
 

⑦
 
本
件
研
修
は
、
工
場
見
学
が
一
時
間
、
説
明
会
が
一
時
間
三
〇
分
ぬ
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
短
時
間
の
も
の
で
あ
れ
ば
都
内
又
は
近
県
 
 

の
都
市
で
も
十
分
実
施
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
集
金
方
法
等
の
細
部
に
／
ゎ
た
っ
て
懇
切
な
研
修
を
実
施
し
ょ
う
上
す
れ
ば
、
二
五
〇
名
～
四
 
 

五
〇
名
も
を
一
堂
に
会
す
る
よ
う
な
研
修
は
適
当
で
ほ
な
い
。
ま
た
、
係
争
年
度
中
の
大
部
分
の
期
間
に
は
工
場
見
学
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
 
 

ず
、
後
期
の
終
り
に
至
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
婦
人
団
体
等
の
役
員
の
希
望
を
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
役
員
の
研
修
の
た
め
で
 
 

は
な
い
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
五
年
二
月
二
日
か
ら
三
月
二
十
七
日
に
実
施
し
た
招
待
旅
行
一
九
回
の
う
ち
〓
二
回
の
多
き
に
わ
た
り
有
名
 
 

芸
能
人
が
一
回
一
〇
万
円
の
報
酬
で
出
演
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
旅
行
が
き
ょ
う
応
、
慰
安
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

以
上
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
本
件
招
待
旅
行
費
用
は
、
交
際
費
等
に
該
当
す
る
た
め
の
二
要
件
（
支
出
の
相
手
訪
、
 

充
足
し
て
い
る
。
 
 

佃
 
贈
呈
晶
費
用
 
 
 

原
告
Ⅹ
会
社
は
、
本
件
贈
呈
品
質
用
ほ
、
販
売
促
進
費
な
い
し
販
売
手
数
料
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
交
際
費
等
に
は
該
当
し
な
い
と
し
 
 

て
、
要
約
、
次
の
と
お
り
主
張
し
た
。
 
 

五
四
七
 
 
 



五
四
八
 
 

①
 
贈
呈
品
費
用
は
、
Ⅹ
会
社
の
販
売
方
法
の
う
ち
委
託
販
売
の
場
合
に
限
り
、
商
品
を
販
売
し
た
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
対
し
物
品
を
交
 
 
 

付
す
る
た
め
の
費
用
で
あ
り
一
種
の
販
売
手
数
料
で
あ
る
。
 
 

②
 
物
品
の
交
付
先
は
、
婦
人
団
体
等
の
役
員
で
あ
っ
て
団
体
で
は
な
い
。
物
品
の
交
付
基
準
は
、
ハ
ナ
シ
ソ
ソ
フ
ト
毛
布
の
場
合
は
委
託
 
 

販
売
枚
数
一
〇
枚
ご
と
に
一
枚
、
ハ
ナ
シ
ソ
洋
掛
布
団
の
場
合
は
委
託
販
売
枚
数
五
杖
ご
と
に
一
枚
と
一
定
の
割
合
に
よ
っ
て
お
り
、
Ⅹ
会
 
 

社
ほ
こ
の
基
準
を
事
前
に
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
通
知
し
て
い
る
。
Ⅹ
会
社
は
、
こ
れ
以
外
に
委
託
販
売
に
対
す
る
手
数
料
等
は
支
払
っ
て
 
 

お
ら
ず
、
従
っ
て
、
物
品
の
交
付
は
、
右
役
員
の
斡
旋
、
販
売
の
報
酬
で
あ
り
、
販
売
手
数
料
な
い
し
セ
ー
ル
ス
マ
ン
に
対
す
る
売
上
歩
合
 
 

金
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
集
金
に
関
し
て
は
、
三
種
塀
の
販
売
方
法
の
す
べ
て
の
場
合
に
集
金
手
数
料
を
交
付
し
て
い
る
が
、
そ
の
交
付
先
ほ
、
集
金
事
務
 
 

を
委
託
し
て
い
る
婦
人
団
体
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
団
体
の
役
員
個
人
で
は
な
い
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
、
被
告
Y
税
務
署
長
は
、
本
件
贈
呈
費
用
も
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
し
て
、
要
約
、
次
の
と
お
り
主
張
し
た
。
 
 

①
 
Ⅹ
会
社
の
販
売
所
管
規
程
に
よ
れ
ば
、
販
売
斡
旋
及
び
集
金
に
係
る
手
数
料
は
金
銭
で
支
払
う
旨
の
定
め
は
あ
る
が
、
物
品
に
よ
る
旨
 
 

の
定
め
ほ
な
い
。
こ
の
規
程
に
よ
る
と
、
販
売
、
集
金
手
数
料
は
、
販
売
活
動
を
行
う
婦
人
団
体
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
団
体
 
 

の
特
定
の
役
員
に
手
数
料
が
支
払
わ
れ
る
根
拠
は
な
い
。
役
員
個
人
は
、
婦
人
団
体
の
活
動
と
し
て
販
売
に
あ
た
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、
 
 

個
人
と
し
て
こ
れ
を
な
し
た
も
の
で
は
な
い
。
委
託
先
で
あ
る
婦
人
団
体
に
対
し
て
は
手
数
料
が
支
払
わ
れ
て
お
り
、
団
体
の
販
売
及
び
集
 
 

金
活
動
の
役
務
に
対
す
る
対
価
ほ
決
済
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
本
件
物
品
の
交
付
ほ
、
専
ら
婦
人
団
体
の
役
負
個
人
の
歓
心
を
買
う
た
め
に
行
 
 

わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

③
ゝ
調
査
の
結
果
、
一
物
晶
の
交
付
の
基
準
ほ
一
定
し
て
お
ら
ず
、
一
枚
の
交
付
を
受
け
て
い
た
い
老
も
い
る
し
、
Ⅹ
会
社
の
主
張
す
る
基
準
 
 
 



よ
り
も
少
な
い
枚
数
を
貰
っ
て
い
る
者
も
い
る
。
仮
に
交
付
の
基
準
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
の
み
で
販
売
手
数
料
と
い
う
こ
と
ほ
で
き
 
 

な
い
。
 
 

③
 
Ⅹ
会
社
は
、
原
処
分
時
か
ら
審
査
請
求
時
の
途
中
ま
で
、
本
件
贈
呈
品
は
見
本
品
な
い
し
試
用
品
で
あ
る
旨
主
張
し
て
い
た
こ
と
か
ら
 
 

明
ら
か
な
よ
う
に
、
Ⅹ
会
社
は
、
贈
呈
晶
の
交
付
時
点
に
お
い
て
は
、
販
売
手
数
料
で
あ
る
と
の
認
識
ほ
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 

〔
判
示
〕
 
 

判
決
は
、
ま
ず
、
本
件
の
争
点
は
、
「
m
会
議
費
の
う
ち
婦
人
団
体
等
の
役
員
等
を
温
泉
地
へ
一
泊
旅
行
に
招
待
し
た
費
用
及
び
拗
販
売
 
 

促
進
費
の
う
ち
婦
人
団
体
等
の
役
員
等
に
贈
呈
し
た
肌
掛
ふ
と
ん
等
の
費
用
が
交
際
費
等
に
該
当
す
る
か
香
か
に
あ
る
。
」
 
と
し
て
、
こ
れ
 
 

を
確
定
し
、
次
い
で
、
租
税
特
別
措
置
法
六
三
条
五
項
が
予
定
す
る
交
際
費
等
の
範
囲
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
支
出
の
相
手
方
及
び
支
出
 
 

の
目
的
の
二
つ
の
判
断
基
準
を
判
示
し
、
認
定
事
実
が
こ
れ
を
充
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
本
件
招
待
旅
行
費
用
及
び
贈
呈
晶
費
 
 

用
は
、
こ
の
二
要
件
を
充
足
す
る
か
ら
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
し
、
原
告
Ⅹ
会
社
の
請
求
を
棄
却
し
て
、
本
件
更
正
処
分
を
維
持
し
た
。
 
 

『
法
六
三
条
五
項
が
交
際
費
等
の
範
囲
に
つ
い
て
、
「
交
際
費
、
接
待
費
、
枚
暫
費
そ
の
他
の
費
用
で
、
法
人
が
、
そ
の
得
意
先
、
仕
入
先
 
 

そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
者
に
対
す
る
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他
こ
れ
ら
に
摂
す
る
行
為
の
た
め
に
支
出
す
る
も
の
」
を
い
 
 

う
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
当
該
支
出
が
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
第
一
に
支
出
の
相
手
方
が
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
で
 
 

あ
る
こ
と
、
第
二
に
支
出
の
目
的
が
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
等
の
行
為
に
よ
り
、
事
業
関
係
者
と
の
間
の
親
睦
の
度
を
密
に
し
 
 

て
、
取
引
関
係
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
の
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
』
 
 
 



五
五
〇
 
 

〔
評
釈
〕
 
 

－
り
わ
が
国
の
交
際
葺
課
税
の
特
徴
 
 
 

わ
が
国
の
交
際
費
課
税
の
特
例
ほ
、
法
人
が
支
出
し
た
交
際
費
等
に
つ
い
て
、
、
税
務
調
査
に
よ
り
個
別
的
ぬ
そ
の
損
金
性
を
判
断
し
て
是
 
 

否
認
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
」
本
来
、
交
際
費
等
は
損
金
陸
を
有
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
画
一
的
に
一
定
限
度
額
を
超
 
 

え
る
交
際
費
等
の
一
定
割
合
を
損
金
不
算
入
と
す
る
量
的
規
制
の
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
内
国
歳
入
法
が
、
事
業
経
費
に
つ
き
、
「
通
常
か
つ
必
要
」
な
支
出
に
限
－
つ
て
経
費
控
除
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
 
 

と
し
、
交
際
費
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
事
業
遂
行
と
の
関
連
性
に
よ
り
規
制
す
る
と
と
も
に
厳
格
な
証
明
を
要
求
す
る
質
的
規
制
の
方
法
を
 
 

（
注
）
 
 

採
っ
て
い
る
の
と
異
な
る
。
 
 
 

な
お
、
わ
が
国
の
税
法
に
お
い
て
同
じ
く
量
的
規
制
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
寄
付
金
に
つ
い
て
は
、
質
的
規
制
（
い
わ
ゆ
る
指
定
寄
付
金
 
 

及
び
試
験
研
究
法
人
等
に
対
す
る
寄
付
金
の
特
例
）
を
加
味
し
て
い
る
点
が
交
際
費
等
と
異
っ
て
い
る
。
 
 

（
注
）
 
交
際
費
等
か
ら
除
か
れ
る
費
用
と
し
て
、
①
も
っ
ぱ
ら
従
業
員
の
慰
安
の
た
め
に
行
わ
れ
る
運
動
会
、
演
芸
会
、
旅
行
等
の
た
め
に
通
常
要
す
 
 

る
費
用
、
②
カ
レ
ン
ダ
ー
、
手
帳
、
扇
子
、
う
ち
わ
、
手
ぬ
ぐ
い
そ
の
他
こ
れ
ら
に
摂
す
る
物
品
を
贈
与
す
る
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
、
③
会
 
 

議
に
関
連
し
て
、
茶
菓
、
弁
当
そ
の
他
こ
れ
ら
に
摂
す
る
飲
食
物
を
供
与
す
る
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
、
④
新
聞
、
雑
誌
等
の
出
版
物
又
は
放
 
 

送
番
組
を
編
集
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
座
談
会
そ
の
他
記
事
の
収
集
の
た
め
に
、
又
ほ
放
送
の
た
め
の
取
材
に
通
常
要
す
る
費
用
が
掲
げ
ら
れ
て
 
 

お
り
人
租
税
特
別
措
置
法
六
二
条
四
項
、
同
施
行
令
三
八
条
の
二
）
、
そ
れ
ぞ
れ
「
通
常
要
す
る
費
用
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
控
除
 
 

容
認
経
費
の
一
般
的
要
件
の
一
つ
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
通
常
、
か
つ
、
必
要
な
費
用
」
の
概
念
に
ょ
っ
て
限
定
さ
れ
て
い
る
』
と
の
見
解
が
あ
 
 

る
（
中
央
大
学
教
授
富
岡
幸
雄
「
近
代
会
計
学
第
七
巻
」
（
新
版
税
務
会
計
論
）
四
〇
五
、
四
三
六
貢
）
ノ
が
、
こ
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
 
 
 



私
見
で
は
、
米
国
と
課
税
所
得
の
計
算
構
造
の
異
な
る
我
が
国
の
税
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
通
常
要
す
る
費
用
」
の
概
念
は
、
損
金
算
入
に
つ
 
 

い
て
規
制
の
対
象
と
な
る
交
際
費
等
と
（
規
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
）
そ
の
隣
接
費
用
と
の
区
分
の
基
準
と
し
て
使
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
 
 

れ
ら
の
費
用
の
損
金
性
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
（
拙
稿
「
費
用
又
は
損
失
の
損
金
性
」
昭
和
五
三
年
五
月
二
 
 

五
日
付
「
税
理
士
界
」
七
三
二
号
八
貢
参
照
）
。
 
 

2
 
交
際
費
等
の
換
金
性
と
交
際
費
課
税
の
趣
旨
 
 
 

法
人
が
支
出
し
た
交
際
費
等
ほ
、
企
業
経
営
に
お
け
る
販
売
促
進
等
の
渉
外
活
動
に
必
要
な
費
用
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
事
業
の
た
 
 

め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
限
り
、
企
業
会
計
上
は
そ
の
全
額
が
損
費
（
販
売
費
又
ほ
一
般
管
理
費
、
生
産
に
直
接
関
連
す
る
も
の
は
製
造
原
 
 

価
）
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
税
法
上
も
原
則
と
し
て
、
損
金
性
を
有
す
る
（
法
人
税
浩
二
二
条
三
項
）
。
 
 
 

し
か
し
、
税
法
は
、
政
策
的
観
点
か
ら
「
別
段
の
定
め
」
に
よ
り
、
法
人
が
支
出
し
た
交
際
費
等
の
額
が
一
定
の
限
度
額
を
超
え
る
と
き
 
 

は
、
そ
の
超
過
額
の
九
〇
％
（
本
件
年
度
当
時
は
六
〇
％
）
又
は
一
〇
〇
％
相
当
餅
は
損
金
の
額
に
算
入
せ
ず
、
課
税
の
対
象
と
す
る
こ
と
 
 

と
し
て
い
る
（
租
税
特
別
措
置
法
六
三
条
－
現
行
六
二
条
）
。
 
 
 

こ
の
交
際
費
課
税
の
特
例
は
、
交
際
費
等
の
冗
費
の
濫
費
を
抑
制
し
、
企
業
の
資
本
蓄
積
を
促
進
す
る
と
い
う
目
的
で
、
昭
和
二
十
九
年
 
 

に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
過
大
な
交
際
費
支
出
の
抑
制
と
い
う
理
由
で
十
数
次
に
わ
た
り
、
順
次
 
 

課
税
の
強
化
（
限
度
額
の
引
下
げ
及
び
損
金
不
算
入
割
合
の
引
上
げ
）
を
図
る
改
正
が
行
な
わ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
適
用
対
象
法
人
は
、
制
度
創
設
当
時
は
、
期
末
資
本
金
五
〇
〇
万
円
（
昭
和
三
十
二
年
改
正
で
一
、
0
0
0
方
円
）
以
上
の
法
人
 
 

に
限
定
し
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
六
年
の
改
正
で
こ
れ
を
全
法
人
に
拡
大
し
、
昭
和
四
十
二
年
の
改
正
で
交
際
費
を
節
約
し
た
場
合
に
は
課
 
 

税
の
軽
減
を
行
う
反
面
、
交
際
費
を
増
加
し
た
場
合
に
ほ
重
課
す
る
メ
リ
ッ
ト
シ
云
テ
ム
を
採
用
し
、
過
度
の
交
際
費
の
支
出
抑
制
の
実
効
 
 

五
五
一
 
 
 



五
五
二
 
 
 

を
高
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
交
際
費
課
税
の
特
例
の
立
法
形
式
ほ
、
時
限
立
法
に
よ
る
臨
時
的
な
課
税
措
置
の
形
を
と
っ
て
い
る
 
 

が
、
期
限
到
来
の
つ
ど
延
長
さ
れ
、
そ
の
実
は
、
な
か
ば
恒
久
化
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
）
 
昭
和
五
≡
年
分
（
昭
和
五
三
、
二
、
一
モ
五
四
、
て
三
一
間
に
事
業
年
度
が
終
了
し
た
内
国
普
通
法
人
）
の
交
際
費
の
支
出
額
は
、
二
六
、
一
 
 

三
九
億
円
（
営
業
収
入
て
0
0
0
円
当
り
四
円
四
六
銭
）
で
、
こ
の
う
ち
損
金
不
算
入
額
は
九
、
五
六
九
億
円
（
損
金
不
算
入
制
令
ほ
三
六
・
 
 

六
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
交
際
費
課
税
の
特
例
の
創
設
当
時
は
、
わ
が
国
の
自
己
資
本
比
率
の
低
調
を
背
形
に
、
こ
の
制
度
の
趣
旨
に
つ
き
資
本
蓄
 
 

積
の
促
進
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
累
次
に
わ
た
る
改
正
で
は
過
大
な
交
際
費
の
濫
費
の
抑
制
に
重
点
が
移
行
し
て
お
り
、
特
に
 
 

近
年
は
財
政
事
情
の
悪
化
に
伴
い
、
次
第
に
重
要
な
財
源
の
一
部
と
さ
え
な
り
つ
つ
あ
る
感
が
あ
る
。
 
 
 

（
注
）
 
昭
和
五
四
年
度
の
改
正
濫
よ
り
、
資
本
基
準
の
廃
止
、
定
額
基
準
の
引
下
げ
、
損
金
不
算
入
割
合
の
引
上
げ
に
よ
る
交
際
費
課
税
の
強
化
が
図
 
 

ら
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
中
央
大
学
の
富
岡
幸
雄
教
授
は
、
「
表
面
的
に
み
る
か
ぎ
り
、
交
際
費
は
、
は
と
ん
ど
損
金
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
近
 
 

く
な
っ
て
い
か
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
 
（
「
交
際
費
課
税
の
基
本
的
問
題
点
と
課
程
強
化
へ
の
対
策
」
税
経
通
 
 

信
≡
四
巻
四
号
五
一
貫
）
、
ま
た
、
成
瑛
大
学
の
武
田
昌
輔
教
授
は
、
「
要
す
る
に
、
交
際
費
等
に
つ
い
て
は
、
全
額
損
金
不
算
入
に
近
い
も
の
と
 
 

な
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
交
際
費
課
税
が
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
課
税
の
本
質
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
存
す
る
よ
う
に
思
 
 

わ
れ
る
。
」
と
し
て
、
交
際
費
等
の
範
囲
の
明
確
化
と
交
際
費
課
税
の
あ
り
方
の
基
本
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
昭
和
五
四
年
 
 

慶
祝
法
改
正
の
批
判
と
展
望
」
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
一
巻
六
号
五
四
モ
五
五
貢
）
。
 
 
 

こ
の
交
際
費
課
税
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
被
告
Y
税
務
署
長
の
主
張
で
は
、
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
の
税
制
調
査
会
の
答
申
を
引
用
し
て
、
 
 

「
法
人
の
交
際
費
支
出
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
他
の
資
本
蓄
積
策
と
並
ん
で
そ
の
濫
費
を
抑
制
し
、
経
済
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
 
 

る
も
の
で
あ
り
、
…
…
」
と
述
べ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
判
決
は
、
単
に
、
「
法
人
の
交
際
費
等
の
濫
費
を
抑
制
し
、
経
済
の
発
展
に
資
す
 
 

る
た
め
、
本
来
、
事
業
遂
行
上
必
要
な
損
金
性
を
有
す
る
支
出
の
う
ち
、
同
条
項
に
該
当
す
る
も
の
を
政
策
的
に
一
定
の
限
度
で
損
金
に
算
 
 
 



入
し
な
い
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
…
…
」
と
判
示
し
、
資
本
蓄
積
策
に
触
れ
な
か
っ
た
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
推
移
か
ら
し
て
妥
 
 

当
で
あ
る
と
考
え
る
。
 
 

5
 
交
際
費
等
の
意
義
及
び
範
囲
 
 
 

川
 
交
際
費
等
の
意
義
 
 
 

交
際
費
課
税
の
特
例
の
対
象
と
な
る
交
際
費
等
と
は
「
交
際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
そ
の
他
の
費
用
で
、
法
人
が
、
そ
の
得
意
先
、
仕
入
 
 

先
そ
の
他
事
業
に
関
係
の
あ
る
老
等
に
対
す
る
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他
こ
れ
ら
に
摂
す
る
行
為
の
た
め
に
支
出
す
る
も
の
 
 

（
も
っ
ぱ
ら
従
業
員
の
慰
安
の
た
め
に
行
な
わ
れ
る
運
動
会
、
演
芸
会
、
旅
行
等
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
費
 
 

用
を
除
く
。
）
を
い
う
。
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
措
置
法
六
三
条
五
項
－
現
行
六
二
条
四
項
）
。
こ
の
規
定
ほ
、
か
っ
ト
」
書
の
政
令
で
定
め
 
 

る
費
用
の
範
囲
に
つ
き
若
干
の
異
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
除
き
、
制
度
創
設
当
初
か
ら
全
く
変
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
交
際
費
等
は
、
税
法
個
有
の
概
念
で
あ
っ
て
、
一
般
に
交
際
費
、
接
待
費
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
よ
り
、
そ
の
範
囲
は
か
な
 
 

り
広
い
。
す
な
わ
ち
、
一
般
に
、
交
際
費
、
接
待
費
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
「
法
人
が
得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
者
 
 

（
注
）
 
 

と
の
間
の
親
睦
の
度
を
密
に
し
て
取
引
関
係
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
た
め
に
支
出
す
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
」
が
、
交
際
費
課
税
の
特
例
 
 

の
対
象
と
な
る
「
交
際
費
等
」
は
、
こ
れ
ら
の
費
用
の
は
か
、
法
人
が
業
務
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
た
め
に
役
員
又
は
特
定
の
従
業
員
に
対
 
 

し
支
出
さ
れ
る
「
機
密
費
」
及
び
交
際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
に
類
似
す
る
「
そ
の
他
の
費
用
」
も
含
ま
れ
る
。
 
 

（
注
）
 
東
京
高
裁
昭
和
三
九
、
一
⊥
、
二
五
判
決
（
訟
務
月
報
一
一
巻
三
号
四
四
四
貢
、
税
務
訴
訟
資
料
三
八
号
八
六
九
貢
）
 
 
 

拗
 
交
際
費
等
の
範
囲
（
判
断
基
準
）
 
 
 

本
判
決
ほ
、
交
際
費
等
の
範
閣
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
六
三
条
五
項
（
現
行
六
二
条
四
項
）
が
前
記
の
と
お
り
規
定
し
て
い
る
か
 
 

五
五
三
 
 
 



五
五
四
 
 
 

ら
、
「
当
該
支
出
が
交
際
費
等
匿
該
当
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
第
一
に
支
出
の
相
手
方
が
事
業
に
関
係
の
あ
る
着
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
 
 

支
出
の
目
的
が
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
等
の
行
為
に
よ
り
、
事
業
関
係
者
と
の
間
の
親
睦
の
度
を
密
転
し
て
、
取
引
関
係
の
円
滑
 
 

な
進
行
を
図
る
の
を
目
的
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
」
と
し
て
、
交
際
費
等
の
判
断
基
準
と
し
て
、
支
出
の
相
 
 

手
方
及
び
支
出
の
目
的
の
二
要
件
を
挙
げ
て
い
る
。
 
 

（
注
1
）
 
 
 

交
際
費
等
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
①
本
判
決
の
よ
う
に
支
出
の
相
手
方
と
支
出
の
目
的
の
二
要
件
に
分
析
す
る
も
の
、
②
支
出
先
と
支
 
 

（
注
3
）
 
 

｛
注
2
）
 
 

出
の
態
様
の
二
要
件
に
分
析
す
る
も
の
、
③
支
出
の
相
手
先
、
支
出
の
目
的
、
行
為
の
形
態
の
三
要
件
に
分
析
す
る
も
の
、
④
支
出
の
相
手
 
 

（
注
4
）
 
 

先
、
支
出
の
目
的
、
支
出
金
額
が
比
較
的
高
額
の
三
要
件
に
分
析
す
る
も
の
、
⑤
支
出
の
目
的
、
支
出
、
の
相
手
先
、
行
為
の
具
体
的
形
態
、
 
 

（
注
5
）
 
 

比
較
的
高
額
な
支
出
、
冗
費
又
ほ
濫
費
性
の
五
要
件
に
分
析
す
る
も
の
、
⑥
支
出
の
相
手
方
、
支
出
の
目
的
、
行
為
の
形
琴
支
出
金
額
の
 
 

（
注
6
）
 
 

多
寡
、
支
出
の
効
果
の
五
要
件
に
分
析
す
る
も
の
等
が
み
ら
れ
る
。
 
 
 

本
稿
で
は
、
本
判
決
に
即
し
て
支
出
の
相
手
方
及
び
支
出
の
目
的
（
な
い
し
行
為
の
形
態
）
あ
二
要
件
を
中
心
と
し
て
交
際
費
等
の
範
囲
 
 

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

ま
ず
、
支
出
の
相
手
方
ほ
、
そ
の
法
人
の
「
得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
者
等
」
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
こ
こ
 
 

に
「
事
業
に
関
係
あ
る
者
」
に
は
、
現
に
法
人
の
営
む
事
業
と
直
接
の
取
引
関
係
が
あ
る
者
に
限
ら
ず
、
「
近
い
将
来
事
業
と
関
係
を
も
つ
 
 

に
い
た
る
べ
き
老
」
も
含
ま
れ
る
（
東
京
地
裁
昭
和
四
四
・
一
一
・
二
七
判
決
）
が
、
本
条
項
の
文
言
及
び
立
法
趣
旨
か
ら
し
て
不
特
定
多
 
 

数
の
老
ま
で
も
含
む
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
同
）
。
ま
た
、
本
条
項
の
か
っ
こ
書
で
、
従
業
員
の
慰
安
の
た
め
に
行
わ
れ
る
運
 
 

動
会
等
の
た
め
に
通
常
要
す
る
費
用
が
交
際
費
等
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
及
び
本
条
項
が
「
そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
老
等
」
と
し
て
 
 

い
る
こ
と
か
ら
、
得
意
先
、
仕
入
先
等
の
直
接
の
取
引
先
及
び
当
該
法
人
の
営
む
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
等
社
外
に
限
ら
ず
、
当
該
 
 
 



法
人
の
役
員
、
従
業
員
等
の
社
内
の
者
及
び
当
該
法
人
の
株
主
等
も
、
と
れ
に
含
ま
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
、
判
例
で
あ
る
（
東
京
地
裁
昭
 
 

和
五
〇
二
ハ
・
二
四
判
決
で
は
、
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
に
駐
車
す
る
観
光
バ
ス
の
運
転
手
等
も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
租
税
特
 
 

別
措
置
法
関
係
通
達
六
二
‖
1
一
七
参
照
）
。
 
 
 

次
に
、
支
出
の
目
的
な
い
し
行
為
の
形
態
は
、
「
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
」
等
企
業
活
動
転
お
け
る
交
際
を
目
的
と
す
る
も
の
 
 

で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
（
東
京
地
裁
昭
和
四
四
二
一
・
二
七
判
決
参
照
）
。
名
義
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
こ
と
は
勿
論
、
支
出
の
方
法
も
 
 

法
人
が
直
接
支
出
し
た
交
際
費
等
で
あ
る
と
間
接
的
に
支
出
し
た
交
際
費
等
（
例
え
ば
、
二
以
上
の
法
人
が
兵
同
し
て
接
待
等
の
行
為
を
し
 
 

て
そ
の
費
用
を
分
担
し
た
場
合
や
同
業
者
団
体
等
が
接
待
等
の
行
為
を
し
て
そ
の
費
用
を
法
人
が
負
担
し
た
場
合
等
－
租
税
特
別
措
置
法
関
 
 

係
通
達
六
二
∽
一
入
参
照
）
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
。
ま
た
、
接
待
、
き
ょ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
は
、
例
示
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
に
類
似
 
 

す
る
行
為
の
た
め
の
消
費
的
性
格
を
有
す
る
支
出
及
び
贈
与
は
交
際
費
等
に
該
当
す
る
。
 
 
 

な
お
、
交
際
費
等
と
そ
の
隣
接
費
用
と
で
支
出
目
的
が
並
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
た
る
目
的
な
い
し
支
配
的
な
目
的
が
い
ず
れ
に
あ
 
 

る
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
費
用
の
性
質
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
。
東
京
地
裁
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
二
十
 
 

七
日
判
決
は
、
交
際
目
的
と
広
告
宣
伝
目
的
は
、
「
相
排
斥
す
る
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
究
極
に
は
い
ず
れ
も
企
業
別
益
に
貢
献
す
る
 
 

こ
と
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
主
た
る
目
的
が
そ
の
い
ず
れ
に
存
す
る
か
に
よ
っ
て
、
当
該
費
 
 

用
の
性
質
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
 
 

（
注
1
）
 
長
野
地
裁
昭
和
三
八
・
四
・
九
判
決
（
行
裁
例
集
一
四
巻
四
号
七
九
〇
貢
、
税
務
訴
訟
資
料
三
七
号
四
〇
六
貢
）
、
東
京
高
裁
昭
和
三
九
・
 
 

一
∵
二
五
判
決
（
前
記
（
注
）
参
照
）
、
東
京
地
裁
昭
和
五
〇
・
六
・
二
四
判
決
（
行
裁
例
集
二
六
巻
六
号
八
三
一
貫
、
税
務
訴
訟
資
料
八
二
 
 

号
二
三
一
貫
）
、
東
京
高
裁
昭
和
五
二
・
二
 
二
二
〇
判
決
（
行
数
例
集
二
八
巻
一
一
号
一
、
二
五
七
貢
、
税
務
訴
訟
資
料
九
六
号
三
九
〓
見
）
 
 

（
注
2
）
 
山
田
二
郎
判
事
「
交
際
費
課
税
を
め
ぐ
る
問
題
」
（
公
法
の
理
論
下
Ⅱ
一
九
二
四
貢
）
 
 

五
五
五
 
 
 



五
五
大
 
 

な
お
、
こ
の
l
l
要
素
説
は
、
支
出
の
目
的
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
な
支
出
の
態
様
か
ら
支
出
目
的
が
推
認
さ
れ
る
と
の
理
解
の
 
 

も
と
に
、
支
出
目
的
に
代
え
て
支
出
の
態
様
を
判
断
要
素
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

（
注
3
）
 
浄
永
数
次
助
教
授
・
シ
ュ
ト
イ
ユ
ル
二
八
号
九
貢
以
下
、
諸
隈
正
公
認
会
計
士
・
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
七
六
号
三
七
貢
以
下
、
松
沢
智
検
事
・
税
 
 

務
弘
報
二
二
巻
一
三
号
六
三
頁
以
下
、
米
山
鈎
一
公
認
会
計
士
・
税
経
過
借
三
四
巻
四
号
五
八
貢
以
下
。
 
 

な
お
1
こ
の
三
要
素
説
を
租
税
特
別
措
置
法
の
定
義
規
定
に
当
て
は
め
れ
ば
、
「
交
際
費
、
接
待
費
、
機
密
費
そ
の
他
の
費
用
で
」
部
分
す
 
 

な
わ
ち
交
際
の
た
め
の
支
出
が
支
出
の
目
的
、
「
法
人
が
、
そ
の
得
意
先
、
仕
入
先
そ
の
他
事
業
に
関
係
あ
る
者
等
に
対
す
る
」
部
分
が
支
出
 
 

の
相
手
先
、
「
接
待
、
き
よ
う
応
、
慰
安
、
贈
答
そ
の
他
こ
れ
ら
に
摂
す
る
行
為
の
た
め
に
支
出
す
る
」
部
分
が
行
為
の
形
態
と
い
ぅ
こ
と
に
 
 

な
る
。
 
 
 

（
注
4
）
 
東
京
地
裁
昭
和
四
四
・
一
一
二
宅
判
決
（
行
数
例
集
二
〇
巻
一
「
号
て
五
〇
一
貫
、
税
務
訴
訟
資
料
五
七
号
五
九
八
貢
）
、
中
川
一
郎
・
 
 

シ
ュ
ト
イ
エ
ル
九
九
号
一
〇
貢
以
下
、
波
多
野
弘
教
授
・
シ
ュ
ト
イ
ユ
ル
一
六
二
号
一
四
貢
以
下
 
 

（
注
5
）
 
高
梨
克
彦
弁
護
士
・
税
法
学
三
〇
〇
号
一
五
貢
以
下
 
 
 

（
注
6
）
 
広
瀬
正
調
査
官
「
判
例
か
ら
み
た
税
法
上
の
諸
問
題
」
（
昭
和
五
〇
年
版
）
三
九
六
頁
以
下
 
 

刷
 
交
際
費
尊
か
研
修
費
用
か
の
区
分
 
 
 

本
判
決
は
、
交
際
費
等
の
判
断
基
準
と
し
て
、
前
述
の
と
お
り
、
支
出
の
相
手
方
及
び
支
出
の
目
的
町
二
要
件
を
判
示
し
た
う
え
、
未
件
 
 

招
待
旅
行
費
用
が
こ
れ
を
充
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
、
交
際
費
等
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
支
出
の
相
手
方
に
つ
い
て
、
『
原
告
が
本
件
一
由
旅
行
に
招
待
し
た
婦
人
団
体
等
の
役
員
は
、
婦
人
団
体
等
が
原
告
と
取
引
を
行
 
 

う
場
合
に
、
そ
の
会
員
に
対
す
る
展
示
会
へ
の
招
待
、
販
売
の
斡
旋
、
月
賦
代
金
の
集
金
等
の
原
告
の
営
業
活
動
の
一
部
を
担
当
す
る
と
と
 
 

も
に
、
自
ら
も
会
員
と
し
て
原
告
の
商
品
を
購
買
す
る
得
意
先
で
も
あ
る
か
ら
、
法
六
三
条
五
項
の
原
告
の
「
事
業
に
関
係
あ
る
者
」
と
認
 
 

め
ら
れ
る
。
な
お
、
参
加
者
の
㌢
ち
新
規
に
原
告
と
取
引
を
開
始
し
ょ
う
と
す
る
老
も
「
事
業
に
関
係
あ
る
者
」
に
該
当
す
る
こ
と
は
い
う
 
 
 



ま
で
も
な
い
。
』
と
し
て
、
支
出
の
相
手
方
の
要
件
を
充
足
す
る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

「
事
業
に
関
係
あ
る
者
」
に
は
、
直
接
の
取
引
関
係
の
あ
る
得
意
先
、
仕
入
先
に
限
ら
ず
、
近
い
将
来
事
業
と
関
係
を
も
つ
に
い
た
る
べ
 
 

き
者
も
含
ま
れ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
判
示
は
相
当
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
本
件
研
修
の
実
体
に
つ
い
て
、
「
本
件
一
泊
旅
行
に
お
い
て
、
原
告
の
業
務
の
た
め
に
行
わ
れ
た
と
み
う
る
も
の
は
、
わ
ず
か
に
 
 

日
程
第
一
日
目
の
美
さ
さ
織
工
場
見
学
（
一
時
間
程
度
）
と
第
二
日
日
午
前
中
に
行
わ
れ
た
原
告
取
扱
商
品
の
販
売
・
集
金
方
法
、
商
品
の
 
 

説
明
（
一
時
間
半
程
度
）
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
右
見
学
に
つ
い
て
も
、
本
件
旅
行
参
加
者
が
全
員
参
加
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
、
原
 
 

告
が
本
件
旅
行
参
加
者
（
す
べ
て
女
性
）
 
の
関
心
を
付
慶
し
て
日
程
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
等
前
記
認
定
の
事
実
に
照
ら
す
と
、
実
質
 
 

的
な
原
告
の
業
務
研
修
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
第
二
日
の
原
告
会
社
役
員
の
参
加
者
に
対
す
る
説
明
も
、
そ
の
所
要
時
間
、
内
 
 

容
（
ス
ラ
イ
ド
等
を
利
用
す
る
だ
け
の
簡
単
な
も
の
）
等
か
ら
み
て
、
別
段
二
五
〇
名
な
い
し
四
五
〇
名
を
温
泉
地
の
旅
館
に
集
や
て
行
わ
 
 

ね
ば
な
ら
ぬ
は
ど
の
も
の
で
ほ
な
く
、
ま
た
、
参
加
者
の
中
に
ほ
数
回
参
加
し
、
既
に
原
告
と
取
引
関
係
に
入
っ
て
い
る
老
も
お
り
、
こ
の
 
 

よ
う
な
者
に
は
右
説
明
の
必
要
も
な
い
こ
と
等
の
事
実
に
照
ら
す
と
、
右
程
度
で
は
、
本
件
一
泊
兼
行
が
原
告
主
張
の
よ
う
な
業
務
研
修
の
 
 

た
め
の
旅
行
で
あ
っ
た
と
は
到
底
認
め
ら
れ
ず
…
…
」
と
し
て
原
告
の
主
張
を
斥
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
支
出
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
 
 

費
用
の
多
額
性
に
つ
い
て
「
本
件
一
泊
旅
行
の
一
回
あ
た
り
の
費
用
は
、
参
加
者
三
六
〇
名
程
度
で
あ
れ
ば
、
約
一
、
六
〇
〇
、
0
0
0
円
 
 

で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
」
と
し
た
う
え
、
こ
の
多
額
な
費
用
を
「
本
件
一
泊
旅
行
に
支
出
し
た
主
た
る
目
的
は
、
婦
人
団
体
等
の
 
 

役
員
を
接
待
し
て
、
原
告
と
の
親
睦
を
深
め
、
そ
の
歓
心
を
買
う
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
関
係
の
円
滑
を
図
る
こ
と
に
あ
り
、
延
い
て
は
旅
行
 
 

に
参
加
し
た
役
員
を
通
じ
て
そ
の
婦
人
団
体
等
の
構
成
員
を
際
告
の
得
意
先
に
獲
得
し
▲
、
販
路
の
拡
大
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
認
め
 
 

る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
交
際
の
目
的
と
販
路
拡
大
の
目
的
と
の
並
存
を
認
め
、
交
際
を
主
目
的
と
判
断
し
、
支
出
の
目
的
の
要
 
 

五
五
七
 
 
 



五
五
入
 
 

件
を
充
足
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
支
出
の
目
的
が
並
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
た
る
目
的
な
い
し
支
配
的
な
目
的
が
い
ず
 
 

れ
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
費
用
の
性
質
を
判
断
す
べ
き
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
判
示
は
相
当
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
本
判
決
は
、
支
出
の
主
た
る
目
的
の
判
断
に
際
し
費
用
の
多
額
性
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
交
際
費
等
の
判
断
要
素
で
あ
る
の
 
 

か
ど
う
か
不
明
確
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
販
路
拡
大
1
広
告
宣
伝
費
と
の
区
別
の
た
め
の
事
情
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
 
 

交
際
費
等
か
ら
除
外
さ
れ
る
広
告
宣
伝
費
と
し
て
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
三
入
条
の
二
第
一
号
で
例
示
さ
れ
て
い
る
カ
レ
ン
ダ
ー
、
手
 
 

帳
、
扇
子
、
う
ち
わ
、
手
ぬ
ぐ
い
等
は
、
一
般
に
、
広
く
配
付
が
可
能
な
程
度
に
一
点
当
り
の
単
価
が
安
い
小
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
 
 

広
告
宣
伝
費
は
比
較
的
廉
価
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
支
出
金
額
が
比
較
的
高
額
な
も
の
は
交
際
費
等
と
な
る
場
合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
 
 

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
判
決
は
、
「
原
告
は
本
件
一
泊
旅
行
を
行
う
こ
と
が
原
告
の
営
業
活
動
に
と
っ
て
必
要
で
あ
っ
た
旨
緯
々
主
張
す
る
 
 

が
、
▲
；
：
：
前
記
認
定
の
と
お
り
、
本
件
一
泊
旅
行
が
交
際
費
等
課
税
の
要
件
に
該
当
す
る
以
上
、
さ
ら
に
右
費
用
が
原
告
の
営
業
活
動
に
と
 
 

っ
て
必
要
で
あ
っ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
役
員
の
結
婚
披
露
宴
 
 

の
費
用
等
の
個
人
的
支
出
と
交
際
費
等
の
区
分
と
の
関
連
で
批
判
す
る
何
も
あ
る
（
高
梨
克
彦
・
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
一
九
五
号
l
一
〇
頁
）
が
、
 
 

こ
れ
は
元
来
、
法
人
の
負
担
す
べ
き
支
出
で
ほ
な
い
か
ら
、
仮
に
こ
れ
を
法
人
が
費
用
と
し
て
経
理
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
事
実
に
反
す
 
 

る
経
理
で
あ
り
、
企
業
会
計
上
も
当
然
費
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
何
も
交
際
費
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
 
 

交
際
費
等
と
類
似
費
用
と
の
区
分
の
問
題
以
前
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
批
判
は
当
ら
な
い
。
 
 
 

㈲
 
交
際
費
等
か
販
売
手
数
料
・
販
売
促
進
費
か
の
区
分
 
 
 

本
判
決
は
、
本
件
贈
呈
品
費
用
が
前
記
二
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
、
次
の
と
お
り
判
示
し
、
交
際
費
等
に
該
当
す
 
 
 



る
と
し
て
い
る
。
 
 
 

ま
ず
、
支
出
の
相
手
方
に
つ
い
て
、
『
原
告
が
本
件
贈
呈
晶
を
交
付
し
た
相
手
方
は
原
告
が
販
売
委
託
し
た
前
記
婦
人
団
体
な
い
し
そ
の
 
 

役
員
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
原
告
の
「
事
業
に
関
係
の
あ
る
者
」
と
認
め
ら
れ
る
。
』
 
と
し
て
、
支
出
の
相
手
方
の
要
件
を
充
足
す
る
と
し
て
 
 

い
る
。
 
 
 

次
に
、
支
出
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
①
対
価
性
に
つ
き
、
「
原
告
は
前
記
各
委
託
先
に
対
し
、
販
売
斡
旋
及
び
集
金
に
か
か
る
手
数
料
と
 
 

し
て
売
上
高
の
五
な
い
し
一
〇
％
相
当
額
を
現
金
で
支
払
っ
て
お
り
、
右
手
数
料
の
支
払
に
よ
り
原
告
の
各
委
託
先
に
対
す
る
嵐
務
は
決
済
 
 

さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
く
、
本
件
贈
呈
品
の
交
付
に
は
対
価
性
が
な
い
こ
と
。
」
、
②
交
付
基
準
の
事
前
通
知
の
欠
故
に
つ
き
、
「
事
前
に
委
 
 

託
先
で
あ
る
婦
人
団
体
及
び
そ
の
役
員
に
周
知
さ
せ
て
い
た
と
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
こ
と
。
」
、
③
交
付
基
準
の
運
用
状
況
に
つ
 
 

き
、
「
右
基
準
の
運
用
は
原
告
の
各
支
店
の
従
業
員
の
裁
量
に
事
実
上
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
弾
力
的
で
あ
っ
た
こ
と
。
」
、
④
交
付
物
品
の
消
 
 

費
財
性
に
つ
き
、
「
本
件
贈
口
菅
叩
の
内
容
は
中
性
洗
剤
、
、
電
気
毛
布
、
肌
掛
布
団
等
で
あ
り
、
受
け
取
っ
た
役
員
の
多
く
ほ
家
庭
の
主
婦
で
 
 

あ
る
か
ら
、
い
わ
ば
家
庭
向
の
消
費
財
で
あ
り
、
事
業
用
資
産
（
た
な
卸
資
産
）
で
は
な
い
こ
と
。
」
、
⑤
原
告
の
主
張
の
変
せ
ん
に
つ
き
、
 
 

「
原
告
が
本
件
物
品
交
付
の
趣
旨
に
つ
き
、
当
初
は
見
本
品
な
い
し
試
用
品
と
主
張
し
て
い
た
の
に
、
審
査
論
求
の
審
理
の
中
途
か
ら
販
売
 
 

手
数
料
で
あ
る
旨
そ
の
主
張
を
変
更
し
た
こ
と
。
」
等
の
各
認
定
事
実
を
総
合
し
て
、
「
本
件
贈
呈
品
費
用
の
支
出
の
主
た
る
目
的
は
、
原
告
 
 

の
事
業
関
係
者
で
あ
る
婦
人
団
体
等
の
役
員
に
対
し
、
謝
礼
的
な
贈
答
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
歓
心
を
買
い
、
原
告
と
の
親
睦
の
度
を
 
 

密
に
し
て
取
引
関
係
を
円
滑
に
し
、
延
い
て
は
販
路
の
拡
大
を
囲
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
」
と
し
て
、
こ
削
述
の
招
待
旅
行
費
用
と
同
 
 

様
、
交
際
の
目
的
と
販
路
拡
大
の
目
的
と
の
並
存
を
認
め
、
交
際
を
主
目
的
と
判
断
し
、
支
出
目
的
の
要
件
を
充
足
す
右
も
の
と
し
て
い
る
 
 

が
、
前
述
し
た
理
由
に
よ
り
相
当
で
あ
る
。
ま
た
、
交
際
費
と
販
売
手
数
料
な
い
し
販
売
促
進
費
と
の
区
分
に
つ
き
、
対
価
性
、
交
付
基
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準
、
交
付
物
品
の
穫
数
等
の
基
準
に
よ
り
判
定
し
て
い
る
が
、
販
売
手
数
料
は
、
取
引
の
斡
旋
、
仲
介
等
の
役
務
の
提
供
に
対
す
る
対
価
と
 
 

し
て
斡
旋
、
仲
介
者
等
に
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
対
価
性
が
あ
り
、
支
出
基
準
も
存
在
す
る
の
が
通
常
で
、
し
か
も
、
原
則
と
し
 
 

て
金
銭
支
出
で
あ
り
、
ま
た
、
販
売
促
進
費
ほ
、
販
売
数
量
又
ほ
販
売
金
額
の
拡
大
促
進
を
も
た
ら
す
た
め
に
支
出
さ
れ
る
費
用
の
総
称
で
 
 

あ
る
か
ら
、
将
来
の
販
売
促
進
に
よ
る
経
済
的
効
果
を
求
め
て
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
支
出
基
準
は
原
則
と
し
て
販
売
高
に
応
じ
て
支
 
 

出
さ
れ
（
例
え
ば
、
リ
ベ
ー
ト
等
）
、
交
付
物
品
は
金
銭
又
は
事
業
用
資
産
で
あ
る
の
に
対
し
、
交
際
費
等
は
、
交
際
、
接
待
に
よ
る
取
引
 
 

関
係
の
円
滑
化
の
た
め
に
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
対
価
性
は
な
く
、
支
出
基
準
も
な
い
こ
と
が
多
く
、
交
付
物
品
は
金
銭
又
は
消
 
 

費
性
物
品
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
も
妥
当
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
し
て
、
本
件
贈
呈
品
費
用
ほ
、
『
原
告
の
主
張
す
る
よ
う
な
「
販
売
手
数
料
」
な
い
し
将
来
の
販
売
促
進
に
対
す
る
直
接
的
な
効
果
 
 

を
目
的
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
販
売
促
進
費
」
と
し
て
支
出
し
た
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
贈
呈
晶
費
用
も
交
際
費
等
に
 
 

該
当
す
る
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
』
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
頂
告
が
当
初
本
件
交
付
物
品
を
見
本
品
な
い
し
試
用
品
と
主
張
し
た
の
は
、
実
務
上
、
得
意
先
等
に
対
す
る
見
本
品
、
試
用
品
の
 
 

供
与
に
通
常
要
す
る
費
用
は
、
交
際
費
等
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
（
租
税
特
別
措
置
法
関
係
通
達
六
二
Ⅲ
－
八
）
 
 

こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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